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救急救命士専門学校へのアンケート調査用紙 
学校長殿 
 


アンケート調査に関するお願い 
 
 現在、メディカルコントロール体制の構築には、地域における医療関係者の幅広い参画


と協力が不可欠であり、また救急救命士の業務の高度化と資質の向上を図っていくために


は現行の養成課程や国家試験のあり方の見直しが必要であるといわれています。 
 急性期病院である当施設では平成 19 年度 4 月から 2 名の救急救命士を新規採用し、救急


部で業務に従事しています。救急救命士法で定められているように、プレホスピタル活動


としての規制がある中で医療機関での救急救命士の活動に救急部医師、看護師ともに試行


錯誤しながら 1 年が経過しようとしています。 
教育機関卒業の救急救命士と協働することから、さまざまな実態を垣間見ることができ


ました。消防署の救急隊への就職は狭き門であり、地方では、救命救急士が配置されてい


ない救急隊があるにも関わらず、現実には救急救命士業務に就業できず、違った職種に就


業している人たちもいることを知りました。ではどのような場所で救急救命士として学ん


だ力を発揮しているのか。今後活躍の場所は拡大していくことができるのか。その為には


何が課題なのか。などいろいろの疑問がでてきました。国民を上げてＡＥＤの普及が加速


している中、果たす役割は大きいと思われます。 
そこで消防以外の教育課程で資格を取得した救急救命士の現状や問題点、今後の展望な


どお聞かせいただきたく、救急救命士の基礎教育に従事している教育現場のかたがたの生


の声をお聞きし、実態を把握するために、調査をお願いすることにしました。 
 
調査への協力は、皆様の自由意思であり、協力に同意した後でも途中でやめることがで


き、回答を中断された場合でも何ら不利益を被ることはありません。データの内容につい


ては、施設が特定されないようにしています。また、得られたデータに関しては、調査の


目的以外には使用しないこと、研究終了後には責任を持ってデータを消去することを厳守


いたします。なお、調査の結果は、学術集会や学会誌などに発表する予定です。 本調査の


主旨をご理解いただきご協力いただきますようお願い致します。 尚、今回の調査研究は、


日本救急医療財団の助成を受けて調査しています。 


 本調査に関してご不明な点やご質問がある場合は、下記までご連絡くださいませ。 


 


期日が短く恐縮ですが、アンケートの締め切りは 3 月 9 日とさせていただきます。主旨


をご理解いただき、よろしくご協力お願いいたします。 


 


 







＜調査責任者＞ 財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院  


救急部看護師 柴原三枝子（担当者） 


                        看護部長 松月 みどり（責任者） 


                              


下記の質問の答えを（  ）に記入し、あてはまる答えに○をつけてください。 


１. 平成１９年度の救急救命士養成コースの募集人員は何名ですか？       


（    ）名 
 
２. 救急救命士養成コースの教育課程は何年ですか？              


（    ）年 
 
３. 救急救命士養成コースの在校生の年齢を教えてください。  


最年長年齢（    歳） 最少年齢（    歳） 平均（    歳） 
 
４. 平成１９年度の卒業生の救急救命士国家試験合格率は何パーセントですか？ 


（    ）パーセント 
 
５. 平成１９年度卒業生の消防（公務員試験）の受験者数は何名ですか？          


（    ）名 
 
６. 平成 19 年度卒業生の公務員試験へ合格者数は何名ですか？          


（    ）名 
７. 平成 19 年度の卒業後の進路を記入してください。 
   消防署  （   ）名 


防衛疔  （   ）名 
警察   （   ）名  
海上保安庁  （   ）名 
救急救命センター  （   ）名 
病院（救急外来あり）（   ）名 
病院（救急外来なし）  （   ）名 
福祉施設  （   ）名  
民間の救急  （   ）名 
警備会社  （   ）名 
進学（大学院・看護学校など）（  ）名   


   その他（                                       
                               







 
８.  卒業生の就職後のへ状況について聞き取り調査をしていますか？            


はい  ・  いいえ 
 
9. 現在の救急救命士養成の教育課程の違いについて、現行のままでいいと思われますか？ 
        はい     いいえ 
 
10. 設問 9 で「はい」と答えた方にお聞きします。 
① その理由は何ですか？ 


 
11.  設問 9 で「いいえ」と答えた方にお聞きします。 
 ① その理由は何ですか？ 
 
 
 
 
 
② 今後の教育制度はどのようにしたほうが良いと思いますか？ 


 


12.今後、救急救命士の活動の拡大が期待されるのはどのような分野だと思われますか？ 
  
 
 


 
 


ご協力ありがとうございました。 
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急性期病院で実践できる救急救命士の役割の検討 研究担当者 


 
 
 
 


研究代表者  松月みどり  財団法人田附興風会医学研究所北野病院  


看護部長 
 


研究者  柴原三枝子  財団法人田附興風会医学研究所北野病院  


看護師 


井上マリ   財団法人田附興風会医学研究所北野病院  


看護師 


高嶋純子   財団法人田附興風会医学研究所北野病院  


看護師 


旗手瑞子   財団法人田附興風会医学研究所北野病院  


看護師長 


木内俊一郎  財団法人田附興風会医学研究所北野病院  


医師 
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Ⅰ．研究の背景と目的 
 
傷病者を収容したが、救急患者を受け入れる病院が見つからず、救急隊が電話をかけ続


け、その間に傷病者の容体が悪化していく、「たらい回し」の状況は、大きな社会問題とな


る。最近では、奈良県の出産間近の救急患者を３０数か所の医療施設に連絡をしたが受け


入れ先が見つからず、大阪府北部の病院まで搬送する事例があった。この事例の背景には、


ＯＧＣＳなど産科救急の受け入れネットワークがあるにも関わらず、産科医の不足により


産科診療をやめる病院が増加したことや、無過失補償制度がスタートしたように出産した


新生児に障害などがあると訴訟になることが多いため、収容までの妊娠経過が分からない、


出産間近の傷病者の受け入れはＮＩＣN の設備が整って万全の態勢の整ったところでない


とリスクが高く受け入れが困難な事情がある。 
市民の視点では、緊急の事態であり救急車で一刻も早く病院で治療を受けるための救急


システムであるにも関わらず、断る病院ばかりであれば、命を助ける使命をもつ医療機関


の冷たい対応に感情的な怒りをもつことは当然である。しかし、そこには国民の医療への


期待・認識と医療現場の現実に乖離がある。行政は、救急病院認定の要件の見直しを行い


国民の認識との差を埋める対策を実施した。また、その溝を埋めるための、現実的対策で


は、医療機関の診療可能状況の正確な情報ネットワークと救急車がリアルタイムにどの地


域でも利用できるシステムが必要である。 
このように、救急患者のたらい回し事件は、マスコミの力で世論に働きかけ、行政を動


かし国民に必要な救急医療システムを構築するきっかけとなった。救命救急センター設置


の全国への拡大と、救急救命士制度の発足も、「たらい回し事件」が社会問題化したことが、


きっかけとなっている。   
1991 年（平成 3 年）に救急救命士法が施行された。その後、首都圏の 119 番通報は増加


し続け、消防庁は毎年救急隊の数を増加してきたが、追い付かず、病院収容までにかかる


時間は毎年延長していった。この課題をはじめとする、諸問題を検討するために、2000 年


に「病院前救護体制のあり方に関する検討会」が設置され、翌年の 2001 年には「救急業務


高度化推進委員会」が総務省消防庁に設置された。「救える命を救う」のためには、救急救


命士の業務の拡大をはかることが重要であり、2003 年にはメディカルコントロール体制の


構築がはじまり、特定行為として包括的指示の下に救急救命士は病院外では除細動を実施


するようになった。その翌年の 2004 年には 30 例の気管挿管の実技トレーニングを積んで


認定をうけた救急救命士は気管挿管の実施ができるようになり、従来、救急救命士が行っ


ていた気道確保の方法であった、コンビチューブやラリンゲルマスクを使用するのではな


く、気管内にカテーテルを直接挿入できるようになった。このことは活気的であり、救命


率を向上させた。 
国民の要請をうけて、急速に業務拡大をした救急救命士であるが、その養成は、総務省


消防組織内にある全国２ヶ所の養成所で教育が行われている。消防士の中から選ばれた人
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が、養成所で教育を受け、３次救命救急センターなどで現場研修が行われている。その他


に、1994 年救急救命士養成専門学校が開校し、民間の学校でも教育が開始され、現在全国


に 26 校が教育を行っている。しかし、消防の救急救命士の採用枠は狭く、その結果、救急


救命士の資格を取得しても、活かす場がない有資格者が存在するようになった。業務実施


場所が、プレホスピタルケアに限られている救急救命士であるが、病院の救急部でも活動


できるのではないかと考え、試行した。また、救急救命士を養成している、教育機関の教


員の意識なども調査した。 
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Ⅱ．研究目的と研究方法 
 
第１部  救急救命士の病院内の活動 


 
研究目的 
 救急救命士を雇用し、グレーゾーンの医療処置も含んでどこまで実施するこ


とができるか、実施できた内容を明らかにするとともに、ともに業務を行った、


救急救命士と医師・看護師の評価も明かにする。 
 
研究方法 
1. 民間の急性期病院で救急救命士を雇用し、２４時間交替制勤務に従事する。 
2. 救急救命士が１年間で実施できた業務内容の詳細を明確にする。 
3. 救急部専任の医師・看護師および救急救命士の評価をアンケートと聞き取り


調査する。 
4. 倫理的配慮として、調査結果を報告書などで公表することの承諾を得た。 
 
 
 


 
第２部 救急救命士養成学校の調査 


 
研究目的 
 消防に就業希望をもっていても、就業できない救急救命士を養成している学


校の就職の実態と、教員の意識を明らかにする。 
 
研究方法 
1. 民間救急救命士専門学校のアンケート調査 
2. 民間救急救命士専門学校のインタビュー調査 
3. 倫理的配慮として、調査結果を報告書などで公表することの承諾を得た。 
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Ⅲ．第１章 救急救命士の活動  
 
1. 救急救命士の雇用 
 
１）雇用条件 
救急救命士の有資格者ということで、検査技師と同等の給与体系にして年俸制として正


規雇用した。採用者は２名とした。その理由は、病院としてもはじめての取り組みであり、


採用される新人救急救命士の精神的負担も考慮して２名とした。 
 
２）受け入れ準備 
 救急救命士法を学習し、業務範囲について救急部医師・看護師で学習会をもった。 
 
 
２．結果 
 
１） ２名雇用したが、１名は消防の試験に合格し、６か月で退職した。 


 
２）12 ヶ月経過した３月末の救急救命士の業務内容の実際 


 
救急救命士が行った主な業務内容は、心肺停止の対応、死後の処置、入院時の手続き、


採血の準備、胃洗浄、胸腔穿刺、浣腸、吸入、酸素投与、注射準備、患者搬送、看護ケア、


処置準備、AED,BLS 教育であった。詳細を以下に記述する。 


 


救急救命士が行なった業務内容 


１．心停止の対応 


心マッサージが行える 


蘇生に必要な薬剤の準備を看護師が確認しながらできる 


気管挿管の介助ができる 


必要物品が準備できる 


体外除細動機の準備ができる 


  


２．死後の処置 


死後の処置が看護師と共にできる 


お見送りができる 
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３．入院時の手続き 


①看護師が確認しながらできる記録ができる 


②看護師が確認しながら入院に必要な物品を準備できる   


③看護師が確認しながら申し送りができる  


④小児科の申し送りが一人で行なえる 


  


 1.血糖測定 


①必要物品が準備できる  


②グルテストセンサーの使用方法が分かる 


③正常値が分かり医師に報告できる  


④後始末ができる 


  


 2.尿検査 


①テステープが使える 


②正常値が分かる 


  


 3.便潜血 


①便潜血スライドの使用方法が分かる 


  


 4.喀痰検査 


①採取する容器が分かる 


②誘発喀痰の必要性を理解している 


③喀痰誘発するための吸入ができる 


  


5.血液培養の採取 


①必要物品が準備できる 


②看護師が確認しながらカルチャーボトルに血液を入れる事が出来る  


③看護師が確認しながら検体の取り扱いが分かる  


  


6.十二誘導 


①電極の装着部位が分かる 


②安静な状態で記録ができる 


③看護師が確認しながら記録紙の入替えができる  


  


7.モニタリング 
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①機器の使用法が分かる 


②適応が分かる 


③電極が正しく装着できる 


  


8.胃洗浄 


①必要物品が準備出来る 


②注入量・排液量が確認でき 


  正常が看護師確認のもと観察できる  


 


9.胸腔穿刺 


①看護師が確認しながら必要物品の準備ができる 


②看護師が確認しながらキュウインワンの取り扱いができる 


③看護師が確認しながら穿刺介助ができる 


④看護師が確認しながらタイガンにて固定ができる 


  


10.浣腸 


①必要物品が準備できる 


  


11.吸入 


①成人・小児別に必要物品が準備できる 


④後始末ができる 


  


12.酸素投与 


①必要物品が準備できる 


②流量計・カヌラ・マスクが取り扱える 


  


1３.注射の準備 


①注射はすべて（皮内注射・点滴準備・静脈注射・筋肉内注射）準備のみできる。 


②小児患者の点滴介助ができる。 


  
1４．患者搬送 


①ストレッチャーで患者を安全・安楽に留意し搬送できる 


②車椅子で患者を安全・安楽に留意し搬送できる 


③点滴留置されている患者を安全・安楽に留意し誘導できる 
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1５．看護ケア 


①患者の清拭を看護師とともにできる 


②バイタルサイン測定ができる 


③患者を安全・安楽に留意し排泄介助ができる 


④ベッドメーキングができる 


⑤体位交換が看護師とともにできる 


⑥環境整備・掃除ができる 


  


1６．処置の準備 


①小手術の介助ができる 


②点滴回路作りができる 


③採血スピッツの準備ができる 


外部講師としてフットネスクラブへ救急法について講義した 


BLS・AED 講師  （院内の研修会で一般市民向け） 
 
３）救急部医師のインタビュー内容と結果 
救急部では、疾患に応じて循環器内科、外科、呼吸器内科、小児科などの専門分野の医


師が診察・治療するが、常時救急部に勤務し、いつもいっしょに仕事し救急救命士の勤務


の日常をよく知っている、救急認定医２名と指導医１名の計３名にインタビューを行った。 
「 一緒に勤務して、助かったことはありましたか。」の問いに、３名全員が助かったと


答えた。その内容は、医療現場のマンパワーとして戦力になり、検査出し・電話対応など


や、患者が観察できるので、看護師と同じように診療補助が依頼できた。副次的にはいっ


しょに仕事することで、救急救命士の方々の悩みや考え方が理解できた。などであった。「一


緒に勤務して、困ったことはありましたか。」の問いには全員が困ったと答えた。その内容


は業務範囲の拡大をしたいが、施設内でありできなかった。中でも、点滴を依頼できなか


ったのが最大のジレンマであった。 
「救急救命士の能力が発揮される場面がありましたか。」の問いには、２名は場面があっ


た。１名がなかったと答えた。あったと答えた内容は、現時点では、確かに病院内では能


力を発揮できる場面は少ないかもしれないが、今後、待っているだけではなく、積極的に


仕事に参加していけば、必ずその場面はあると思う。というコメントであった。「救急救命


士と協働できたと思いますか。」の問いには、できたと答えたのが２名、できなかったと答


えたのが１名であった。その理由は「救急救命士として意識して働いたことはなかった。」


という答えであった。では「どのように意識して協働しましたか。」の問いを改めて３名に


行った。その結果は、「救急救命士は看護助手と看護師の中間。」「看護助手（吸入などなら


ば看護助手でも行っているところはあるから）。」「看護師の点滴・注射ができない人。」で


あった。（表１） 
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医師のインタビュー結果（表１）    


１． 一緒に勤務して、助かったことはありましたか？
はい いいえ  


3 0  


    


２.一緒に勤務して、困ったことはありましたか？ 
はい いいえ  


3 0  


    


３.救急救命士の能力が発揮される場面がありました


か？ 


はい いいえ  


2 1  


    


４．救急救命士と協働できたと思いますか？ 
はい いいえ 


どちらでもな


い 


2 1 0 


 
 
 


 
３）救急部専任看護師のアンケート調査結果  
救急部に専属で勤務する看護師 13 名を対象に調査した。救急部の看護体制は、日勤時


間帯は救急部看護師のみで勤務し、夜間は救急部所属の看護師と外来所属の看護師の混合


チームで救急業務を行っている。アンケート対象者は専属で救急部に勤務する看護師 13 名


である。 
「一緒に勤務して、良かったことはありましたか。」の問いには、13 名全員の看護師が良


かったと答えた。その内訳は、多忙時の点滴準備、患者対応、患者移動、排泄介助、検査


出しの業務を分担して実施できた。小児科診察介助・外傷の縫合処置介助を一人でまかせ


ることができた。患者の治療介助や看護を一緒に行うことで、更に質の良い看護サービス


が提供できた。心肺蘇生法市民講座の指導については、自信をもってテキパキと実施して


おり、その姿勢は看護師が実施する、市民教育にとても参考になった。                 


救急救命士基礎教育につて、救急救命士が置かれている立場などの実態を身近に知るこ


とができ、看護師教育や、看護師の役割との違いなどを改めて見直すことができた。など、


看護師一人では対応困難な処置、介助などの場合には協働することで、とても助かった。「一


緒に勤務して、困ったことはありましたか。」の問いには困ったと答えたのが 10 名、困ら


なかったと答えたのが 3 名であった。困った内容は、できる範囲が狭く、何を頼んでいい


のかわからない時があった。できる処置に限界があった。観察など、どこまで任せてよい


のか、どこまで責任を持ってもらえばよいのか（逆にどこまでを求め、教えるのか）業務
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範囲にいつも迷った。予測の難しい症例は一人の患者の観察を最後まで任せらない。実際


の業務範囲が不明瞭であった。その理由は、救急救命士がどこまで、医学や看護について


の知識の範囲がなかなか把握できず、どこまで説明すれば理解できるのか、どこまで学習         


させ、指導すべきか迷った。到達目標が見えなくて、ゴールがつかめなかった。             


特に、医療処置のチューブ、ドレーン管理、看護ケア的なもの等、目標をどう設定するの


か定まらないままに 1 年が過ぎて終わってしまった。救急救命士としての最終目標が定ま


らなかったために、指導、関わりに戸惑いが多かった。                        


多忙時に、なかなかコミュニケーションがとれず、救急救命士が自発的に何を行ったら


よいのか困った時があったのではないかと推察する。病院側も救急救命士を受け入れたが、


具体的サポートが少なかった。白衣姿で看護師とまちがえられて色々な事を抱え込んでし


まった場面があった。モチベーションが高く、トリアージを実施していたが、正確に病状


が把握できないまま、患者を引き受けている場面があり、報告が遅れ、再確認するケース


もあった。 
「救急救命士の能力が発揮されている感じる場面がありましたか」の問いには、11 人は


はいと答え、いいえは 2 名であった。発揮されている感じた内容は、救急部主催の心肺蘇


生市民講座で、AED インストラクター資格を有する救急救命士によるＡＥＤの講座をプラ


スすることで、市民のから今までより高い評価を得た。AED の専門的なことを詳しく看護


師にも指導できた。市民講習の講師は看護師より慣れていて上手だった。         


救急救命士の役割が発揮できていると感じた他の内容は、CPA 患者対応や CPA 患者来院時


の心臓マッサージそして、バイタルサインの測定や簡単なアナムネ聴取であった。 
「救急救命士と協働できたと思いますか。」の問いには、協働できたと答えた人が４名、


できなかったと答えた人が７名、どちらともいえないと答えた人が２名であった。（表２） 


看護師のアンケート結果（表２）    


１． 一緒に勤務して、助かったことはありましたか 
はい いいえ  


13 0  


     


2.一緒に勤務して、困ったことはありましたか 
はい いいえ  


10 3  


     


3.救急救命士の能力が発揮される場面がありました


か 


はい いいえ  


11 2  


     


4．救急救命士と協働できたと思いますか 
はい いいえ 


どちらでもな


い 


4 7 2 
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４）救急救命士のアンケート調査結果 
１．就職直前と後（現在）の 急性期病院全体に対する自己認識の差は何ですか。 


・予想していた通りではあったが、ベッド満床のことが多く、救急依頼があって


もお断りせざるを得ないものなのだと感じた。 
 


２．就職前と後の差 就職前にイメージしていた、業務内容と実際の差は何ですか。 
・業務内容自体、漠然としたものであったが、医師の指示があれば点滴ルートな


ど実施できると認識していた。就業後、国試結果で合格が出れば採血・点滴確


保の業務を先輩からは実施できると聞いていた。 


    ・病院で働くことの大変さなどは想像していたが、特に急性期の部署で、全く動


けない自分が歯がゆかった。 
 


３．期待通りだった業務は何ですか。 
・ 患者様に対するケアの指導 
・ 色々な病態の患者様の観察点などの指導 
・ その他、様々な指導 


 
４．救急救命士が今後救急部で活躍するためにはどのような要望がありますか。 


・ 業務的には看護師の補助になるため、看護助手的な業務になる。しかし、実


際に救命士の資格を生かすには、患者のバイタル・観察・病態の変化を感じ


取るなど患者のそばにいて、状況の変化をみていかなければならない。 
そのために、医師の指導の下に患者の状況を把握することをしたかった。 


病院実習中のように“診療の補助“という面から、医師からの指導があるか


と思っていた。が、それはなく、途中で何度か業務に余裕がある時、研修医


の方々と一緒に医師の指導を受けたことがあった。しかし、私が治療に携わ


ることはなく“ただ聞いただけ“の状態になるため、その後に生かせていな


かった。更に、私たちが学校で勉強してきていることは非常に中途半端で、


詳しい病態生理というよりも、一種の当てものに近い（例えば、“ここが痛け


ればこの疾患であろう。ならばこの科が有る病院へ搬送“というような）。病


院で勤務するなら、もっと深い病態の勉強をしなければならない。しかし、


一つ一つが浅い知識の為に、どこから手をつければ良いか、どのような勉強


法が良いかわからず、先輩に指導をしていただき、自分なりに勉強もしたが


実際にそれで良いのか・・？自分の中でわからないまま、１年が過ぎてしま


った。→これについては、自己学習の方法を見直す。 
救急救命士は、医師と看護師と救急隊の中継点、と言われても自分の知識


と経験がそれに伴っていなければ、それを成さない。 
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“質の向上“を図ろうとして、院外の救急救命士の勉強会に参加をした場合


内容としてはプレホスピタルに限定される。院内の救急救命士の活動の支援


や勉強会といった内容はなく、他の病院で働く救急救命士同士で”どのよう


な内容の業務をしているか？“などの情報交換に過ぎない。 
結局、自分がどう動いたら良いかわからず立ち往生してしまっている。 


・ 保険の問題・・看護師の方々は個人で入れる保険がある。救急救命士は消防


機関に所属していると保険に加入できると聞くが、私たちのような病院勤務


の救急救命士には加入できる保険が無く、もし何か事故が起こった時どのよ


うにすれば良いか、初めのオリエンテーションの時や、師長さんに伺ったが、


そのままになっていた。その問題さえクリアできれば、もう少し積極的に業


務を希望できたとも思う。 
・ 清潔操作について・・清潔不潔などの院内では基本的な操作も、私たちは学


校で学んでおらず、入職してから教えていただいた。簡単な内容については


すぐ覚えられたが、それでも基本的なものが欠けていたので、戸惑うところ


もたくさんあった。（卒業した学校に”今後病院に就職する学生が増えるなら


そのような指導をするべきでは？“と相談しにいったが”９割がた消防機関


に就職する現状では、そのような指導はあまり必要ない“と言われた。） 
     ・最終的な目標としては、患者をきちんと最後までみるということだが、看護記


録の書き方など学習が足りない為（→これも自己学習不足）結局自分ひとり


で患者を任せてもらえることは少なかった。その日のリーダーにより、信用


して任せてくださるリーダーもいて、その時はリーダーが責任を持つという


ことで任せてくださった。これは信頼関係と日頃からの私の行動を把握し、


どこまで実施できるかわかっていてくれたからだと思う。この辺りも、統一


した認識だったら良かったと思う。 
 


５．今後あなたはどうしますか。 
     看護師の資格取得を目標にしたい。その理由は、病院救急部で業務を行ってい


ると、救急救命士には業務制限がある。 
     厚生労働省の今後の方向性として、“現状のまま・処置拡大の方向へ”と全く反


対の２通りの情報があるが、実際のところ、あふれかえる“就職浪人救命士”


に対してのフォローは後回しになっていると思われる。もし前に進み院内で治


療に参加できるようになるとしても近い将来のことではなく、何年後かのこと


になるであろう。それまで、今までのように中途半端な状態でいるか、治療に


参加できるような資格を取得する努力をするかと考え、後者を選ぶことにしま


した。 
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Ⅳ．第２章 民間救急救命士専門学校調査 
 


1. アンケート調査結果 
１）回収率  学生の年齢  就職先の割合 


救急救命士を養成している 26 校に資料１の内容でアンケート調査を実施した。11 校か


ら回答があり、回収率は４３％であった。回答のあった学校の内訳は、2 年制３校、3 年


制６校、4 年制 2 校であった。学生 620 名の最高年齢は 32 歳、最低年齢は 18 歳、平均


年齢は 20 歳であった。就職先は圧倒的に消防が多く７８％（248 名）であった。次いで、


進学９％（27 名）救急外来のある病院７％（２２名）、救急外来のない病院１％（２名）、


警察２％（6 名）、海上保安庁２％（6 名）、福祉施設１％（３名）救急救命センター1 名


であった。その他 22 名であった。（就職浪人 5 名を含む）。調査結果は母数が少ないため、


有効回答でなかったデータも含んで表示する。（表３－ａ，ｂ，ｃ） 
 
 
 


        


  救急救命士専門学校 アンケート集計結果（表３－ａ） 


         


 募集


人数 


教育 


年数 


最高 


年齢 


最低


年齢


平均 


年齢 


国試 


合格率 


消防 


受験数 


公務員 


合格率  


1 40 2 28 19 22 83.4 11 8


2 100 3 25 18 20 89 99 80


3 80 2 32 18 20 91.5 54 35


4 40 3 27           


5 10 4 22 18 20   5 5


6 40 3 26 18 19.9 98 20 20


7 80 3 31 18 20 67.6 18 18


8 40 2 27 18 19 85.4 21 21


9 50 4 23 18 21 50     


10 40 3 31 18 21 97.4 39 32


11 100 3 25 19 20 83.9 56 26


                  


         


     ＊数字の欠番は回答がなかったもの 
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  救急救命士養成学校 アンケート集計結果（表３－ｂ）   


           


 進路 


 消防 


病院  


救急あ


り 


病院  


救急な


し 


進学 
警


察


福祉


施設


海上 


保安


庁 


救命   


センタ


ー 


防衛


庁 
その他 


1 8 1   1           ２ 


2 89 5               ５ 


3 35 4   1 2 1         


4                     


5 3   1       1     １ 


6 24 6       1 3 1   ４ 


7 8 4   1 4   2   4 ３ 


8 21                   


9 2                   


10 32 2               
5(就職浪


人） 


11 26   1 
24（公務員


科） 
  1     1 3 


                      


           


     ＊数字の欠番は回答がなかったもの 
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救急救命士専門学校 アンケート集計結果（表３－ｃ） 


     


 
職場への確


認 
教育課程の違い OK か   


施設 
は


い 
いいえ はい 


いい


え 


1 1     1


2 1   1   


3 1     1


4     1   


5       1


6   1 1   


7 1   1   


8   1   1


9 1       


10 1   1   


11 1   1   


          


     


  ＊数字の欠番は回答がなかったもの 


 
２）記述内容 アンケート結果 
①現在の救急救命士養成の教育課程のちがいについて、現行のままでいいと思いますか。   


はいが 6 校・いいえが 4 校どちらともいえないが 1 校であった。 
 
①－１「はい」と答えた理由 
  ・試行錯誤の結果、ここまで来たので。ある意味、熟成されたカリキュラムになって


いる。 
  ・カリキュラムの骨子は国から明示されており、各校の教育内容もそれに従って決め


られている。 
  ・民間の養成学校では、連絡協議会が存在し頻繁に意志の疎通を図っている。 


・ 救急救命士法３４条４に該当する者は、医学基礎、経験があり自治体においても、 
早急に有資格者を増やそうという意向があり 1 年間の期間でも良いと思う。 


  ・３４条２に該当する養成所は、最低でも２年間（当校３年間）以上が必要と思うと


ころですが、新卒の学生が多いため、現場の経験がなく、救急現場に対応ができる 
手技（応用力）の向上が難しいと感じているのが現状。 
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  ・常に教育内容を見直しながら、スキル向上を図りたいと考える。 
   
①－２「いいえ」と答えた理由 


・気管挿管、薬剤投与の授業が増加したため、3 年課程が望ましい。（２件） 
   ・年々、高度な知識と技術が要求されてきているため、4 年間の養成課程が必要と 


考える。 
   ・救急救命士国家資格取得者は現在３５３４名程いますが、消防機関に属している


のは１５６４名程度。半数以上の人材が資格を生かせない状況にいると考えられ 
る。資格を生かせない理由のひとつに救急救命士法第４４条２項の業務拡大の制


限があると考えられる。これからの教育は業務範囲の拡大を考慮した内容に変更


していくべき。 
   ・救命士は病院搬送までの処置であることから、看護師に比べ医学知識の教育時間


が少ないと思う。 
   ・一定の経験を積んだ救急隊員を対象とした公的な救急救命士養成施設については 
    学習年齢、経済効率、自治体の負担等、色々な問題点がある。他の医療職種と同


様に若く柔軟な学習能力を持つ高卒者を対象にした民間養成施設に少しずつ養成


主体を移していった方が、様々な観点で良いのではと思う。また２～４年かけて


医療職としての基本をしっかり学び得る利点もある。 
   ・教育課程の項目の中で、臨地実習（臨床実習及び救急用自動車同乗実習）要領が 
    不明確である。 
   ・専任教員（救急救命士資格取得者）以外の教員（看護師資格）が実施できる科目  
    が特定されていない。 
 
 
①－３「どちらとも言えない」と答えた理由 
・法の成り立ちから受験資格もはずせない。しかし処置拡大等もあり、その期間内容で


は不十分な部分も出て来ているが改善もみられている。従って、教育課程での差とい


うものより、そこの学生自身の問題も大きく、今後の（これまでも）救急救命士に反


映されていると思われる。 
・専門学校、大学等では目的意識はあるものの、その内容は不十分であり、消防機関の


養成校と比較すると目的意識の差が大きく、資格取得をゴールとする人も少なくない。 
・限られたフィールドの資格という点での問題であり、どちらの養成施設でも利点・欠


点が混在する。 
 
②今後の救急救命士育成制度はどのようにしたら良いと思いますか。 
   ・現行の救急救命士の活動範囲が救急現場のみに制限されているので、活動範囲の
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拡大が望まれる。 
   ・高校等を卒業したばかりで社会人経験が無く、入学してくる学生が多い。そのた


め医療の分野に関しての教育は一からのスタートとなる。座学や実技を取り入れ


教育を行っているが、更に、病院実習や救急車同乗実習等、救急救命士として現


場活動の体験など現場活動を実際に見て学ぶ時間を増やしたいと考える。医療従


事者の一員という自覚を学生が持ち、即戦力として活躍できる教育プログラムを


作成することができたら良いと思う。 
   ・４年間の養成課程が必要である。 
   ・消防では救急救命士枠で採用してほしい。 
   ・養成機関からの卒業生を消防で採用していくべきであると思う。 
   ・学校教育を基準とするべき 
   ・救命士が消防機関以外で活躍するためには、そこで求められている知識・技術を


付加した教育を行う必要がある     
・救急救命士は医療従事者であるから、他の医療職と同様、病院等で働けるように


なることが最善と考える。病院内で働くために必要な知識と実習を組み込んでい


ったほうが良いと思う。 
   ・救命士の職域拡大のためにも、更なる教育制度の充実を図るべきと考える。 
   ・現行のままで良い。 


・学会等の立ち上げ、有資格者のフォローと資格更新も検討 
   ・厳正な選抜が必要である。質にバラつきがある。 
   ・職域に合わせた教育内容の充実 
   ・専門職による教育のバックアップ 
   ・臨床実習では、養成課程の学生に対する実習項目は、資格取得後、それぞれの就


業先で求められている項目について実習する必要がある。現状は、就業先がかな


り限定されており、3 次医療施設～総合病院への就職の拡大を考慮すべきと思われ


る。 
   ・救急救命士資格取得者で養成校の教員となる人材は不足していることから看護師


資格者（経験等を審査）も専任教員として法を改正し、位置づけしてもらいたい。 
 
③今後救急救命士の活動の拡大が期待されるのはどのような分野だと思いますか。 
   ・救命救急センター 


・ER 
   ・老人福祉療養施設   
   ・心肺停止前の処置、医療（予防救急） 
   ・駅などの公共施設・ホテルなどの宿泊施設、介護を主とする老人療養施設等、 


不特定多数の人が出入りする施設などに常駐し、緊急時に対応する。また、平時
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には職員に教育指導を担当し、組織における衛生管理者的な立場を確立していく。


ただし、消防で活動している救急救命士同様、医師による質の保証が必要なため、


メディカルコントロールや再研修などのバックアップ体制の構築が必要。 
   ・公共交通機関（航空会社、旅客業） 


・病院の救急部門、病院間患者搬送、警察・海上保安庁など。 
・但し、現行の法規では行える行為は著しく制限されており、厚生省、自治省消防      
 庁とも救急救命士の職域拡大には、消極的なので展望が明るいとは思えません。 


   ・民間救急患者搬送業務 
   ・官公庁の危機管理部門 
   ・医療機関の救急部門（本校へのリクエストが多くなっている） 
   ・応急処置（AED）普及に関与する団体 
   ・不特定多数が参集する施設の従業員（安全管理・危機管理要員） 
   ・救急救命士は急性疾患に関しては、他の医療職に負けないくらいの知識を持って


いる。 
   ・急性期疾患を扱うところであれば、救急救命センター・救急外来に限らず、急性    
    期病棟での勤務も可能であると考える。（実際に救急救命士として病棟勤務経験あ


り） 
   ・３次病院の総合案内及び受診外来（消防隊長経験者） 
   ・一般就職で、特に公共的な分野では究極のバイスタンダーになれると思う。また 
    活動域の拡大は起業にもつながると思われる。派遣会社や災害支援会社等。 
   ・医療従事者として、院内でも救急外来、Dr ヘリや教育でも期待できる。 
    後は法の改善と市民の正確な認識、それにあわせて救急救命士自身の意識の持ち


方だと考える。 
   ・看護師のように診療の補助が可能になれば、救急救命士の能力を十分に発揮し得


るような職場が拡大されていけると考える。 
   ・現状では、自治体消防に属さない民間養成校の卒業者の能力が十分に生かされず、 
    社会的にも大きな損失であると考える。 


 
２．救急救命士専門学校を訪問して教員へのインタビュー内容 
１）Ａ救急救命士専門学校 
設問 1、病院内での活動に制限があることについて 
・ 救急救命士法の規制（しばり）があり現在は仕方がない、限界がある。活躍の場が提供


されていない 
・ 学校からの医療現場に就職した生徒はいるが、満足いく内容ではない、ゆくゆくは消防


に入りなおそうと思っている人がほとんど 
・ 現在は、やはり消防に入らなければ取得した資格を十分に発揮できない 
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・ 厚生労働省は、消防の中の救急救命士をどうするかということしか考えていないのが現


状 
・ ＥＲでは、救急車の救急救命士と共に協力していろんなことができるのではないかと思


う 
救急場面では、患者さん一人に対してそれぞれが一斉にかかわり、線引きされない内容


が多いので救急救命士の活躍できる場面も多いのではないかと思う。 
 
設問 2、実際の職場、求人に対して 
・ 老人福祉施設など、老人介護の施設から求人は多くなっている、急変場面での対応に不


安がある 
・ 患者搬送事業（民間で搬送業務を委託したいという考えにもとづいて） 
 
設問 3、卒業生の消防以外へ就業したひとの調査 
・ あらためて調査はしていないが、情報交換はしている 
・ 現状は 10 名消防に決定したが、後は再挑戦しようとしている 
・ 自分で努力すれば、いろんな資格も取ることができる。（探すことが必要） 
 
設問 4、学生の希望（近い場所に希望しているのか） 
・ 希望は近いところであるが、実際は他府県にまたがっている（５県） 
 
設問 5、消防の求人 
・ ここ 2、3 年は大量採用（団塊の世代が大量に引退する） 
 
設問 6、消防署内の現場でいつまで活躍できるか？ 
・ 体力の問題はあるが、定年まで活躍できる職業である 
 
設問 7、学校で養成された救急救命士の卒後教育について 
・ 卒業した学校での再教育は現状無理（やらないといけないとは思っているが） 
・ 本人のやる気で、学校に依頼に来る人はいる（自分が求めるかが大事） 
設問 8、今後の養成 
・ これからは淘汰の時代 
・ 消防での救急救命士の需要は、充足と共に半減していく。 
・ 法の規制が改定されて、いろんなところで業務が拡大すれば、需要は増える可能性があ


るが、なかなか法律は変わらない、ほかに問題は山積している。 
・働く場所から範囲を広げるように働きかけていく。（行政へ） 
・なかなか法は変わらないが、長い年月をかけて行いたい。 
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②Ｂ救急救命士専門学校   
・ 学生の出身地は地元県内からが２割、８割は他府県（近県が多い。） 
・ 他の学校同様、全国の消防を受験している。 
・ 今年度の卒業生うち６０名が消防に就職している。 
・ 公務員２２名、民間病院・会社４名。白髭橋病院２名（東京ＤＭＡＴ・転院搬送で活躍）


ホテル２名（救急救命士資格を持つという条件で受け入れ）その他は、秋の公務員試験


を再度挑戦のため、就職浪人  
・ 就職が決まり、救急救命士の国試を受けずに卒業をする学生もいる。 
・ ホテル就職者は、医療や救護の現場から離れているため、実践的な知識や技術を忘れな


いために、週末、病院で実習を受けたりしている。 
・ 救急救命士教育では、患者の接遇が重要であると考える。 
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Ⅴ．総括 
救急救命士専門学校は平成４年に２校が開設され、平成１９年４月までに大学を含めて、


２６校が開校している。卒業生を有する１９校に全国救命救急士教育施設協議会が就職状


況に関する調査を行った。その結果、初回卒業生の平成６年には消防への就職率が６４名


中１７名で２７％であった。平成１９年には、卒業生の累計５５５６名のうち２８０８名


の５１％が消防に採用された。民間の救急救命士教育養成学校の国家試験合格者の累計は


４９４２名で約２０００名の救急救命士有資格者が消防に就職できず、潜在している。平


成１９年３月の卒業生の就職先は、４２%が消防へ、５％が自衛隊や海上保安庁、病などに


就職し、３９％が就職浪人であった。就職浪人の学生は消防への就業を期待している。５）


今回の研究は消防への就職浪人を急性期病院で採用して評価した。 
研究結果から、救急救命士が現行の法律の中で急性期病院の救急部で業務を実施してい


く現状と課題が明らかになった。一部の救急救命士専門学校からみた現状も明らかになっ


た。救急救命士が医療施設内で業務を行うには、法律に従えば、無資格者と同様である。


しかし彼らは、病院前救護であれば実施できる医療行為がある。1 年間試行した結果は、2
名採用のうち、半年で 1 名の救急救命士は消防に採用が決まり、退職した。残りの 1 名の


救急救命士は、モチベーションも高く、挑戦しようという意欲は高かったが、施設内での


実施には多くの法の規制に阻まれて実施できないことを思い知って、看護師資格の取得を


目指して再挑戦を始める結果となった。 
グレーゾーンに挑戦するには医師や組織の強いリーダーシップと信念が必要で、中途半


端な環境ではとうてい実現できるものではないといえる。現行の法律上では、今後、救急


救命士の領域拡大を目指して取り組むには法を犯す覚悟とその裏づけが必要である。 
また、施設内の職域拡大には、救急救命士法と医師法・保健師看護師助産師法など医療


関連法規との関連など解決しなければならない課題は多くある。 
救急部医療チームのなかでも、個人によって温度差があり、積極的に推進派と慎重派が


あり、その目指すものが理解できない、どうして自分たちの施設なのかという気持ちもあ


り、その対極のバランスが、法規内での実践でありつづけることを支えたのだと考える。 
 A 救急救命士は、施設内でグレーゾーンの業務（吸引や浣腸などの侵襲を伴う処置）に踏


み込むことに、たとえ医師・看護師の監督下に行ったものであっても、万一の場合の補償・


保険がないことに強い不安を示した。これは、自分の行為に責任をもつにあたっては当然


である。そこで明らかになったのは、民間の救急救命士が個人で加入できる保険はないこ


とである。 
 その救急救命士を受け入れていた救急部の看護職にも、救急救命士の資格をとったのに、


消防に就職できないことに同情し、憤りを感じて、少しでも施設で資格が活かせるように


模索しようと、ステップバイステップに新たな挑戦をさせようとする看護師もいれば、施


設内での挑戦にはリスクがあるのに、そんなことをさせるのは良くないと考え否定的な看


護師も存在した。医師の中でも同様であった。そのため、正反対の価値観をもつ集団の中
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で挑戦を続けるには限界があった。試行 1 年の結果が、看護師の資格を取りたいであった。 
 救急救命士養成学校へ入学する多くの人が、消防での就業を希望すると推察する。その


中で現実には消防への就職には年齢制限があり、30 歳を過ぎて入学するひとたちには、あ


らかじめ、その事実を伝えて入学をさせる配慮も必要なのではないだろうか。 
現在、救急救命士の養成コースは公的機関と民間の２か所であり、今後も存続し続ける。 
表面的には医師が救急救命士の職域拡大を先導している。少数であるが、救急救命士の


中には、それに疑問をもっているひともいる。しかし、救急医たちは、「救えるべき命を救


う」ために活動しているのである。米国のパラメディックのように、日本の救急隊の医療


処置範囲を拡大して、ヘリコプターの使用や、救急車優先交通信号表示システムなど患者


搬送方法の安全な短縮化をはかる必要がある。 
 
分娩の救急ついては、国民の立場に立てば、プレホスピタルケアには医療従事者の手は


届きにくく「救えるべき命を救う」ためには、救急救命士の領域拡大は欠かせない。救急


車出動現場からのニーズが、切迫したお産への対応、対応に時間がかかってしまう精神疾


患をもった傷病者への対応、母親と子供への対応が必要な小児傷病者への対応である。３）


中川朝美の研究によると、救急隊員８０名を調査対象にし、分娩介助に立ち会った経験は


１２名がありと答えた。１２名のうち、２名が介助できたと答え、１０名ができなかった


と答えた。４）職域拡大については、様々の異論があると考える、しかし、現在の日本の助


産師や産科医にはプレホスピタルケアまで活動の場を拡大する余力はない。看護職の立場


からは、悩ましい問題である。 
 職域拡大への取り組み事例では、日本医科大学病院では、救急救命士にドクターアン


ビュアランスを同乗出せ、出場準備から、医師の補助をしつつ、要請内容から推測される


病態の予測。現場処置の補助。効果の確認、搬送の総括などの業務を実施する試みを実施


している。２）日本医科大学多摩永山病院では救急救命士に２４時間勤務し、患者搬送の観


察や、医師の補助業務やドクターアンビュアランス要員として働いている。そこでの試み


であるが、国際救急救命士として、国際救急現場で国際患者搬送要員としての職域拡大を


試みている。１） 


 


おわりに 
この研究を行うにあたってご協力いただいた、急性期病院で就業した救急救命士の方々


と、調査にご協力いただいた救急救命士養成学校の皆様、北野病院の看護師・医師の方々


に深く感謝申し上げます。 
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